
イベント情報や各種講演会など、
市役所からの大切なお知らせ
です。詳細については各お問
い合わせ先へご確認ください。

市役所
総合案内

TEL 974－3111
FAX 973－9819

くらしの情報くらしの情報
ス
ポ
ー
ツ

子
育
て

試
験
・
募
集

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室
受
講
者
募
集

　
社
会
体
育
課

☎
9
7
3
―
0
2
3
0
 

　
正
し
い
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
仕
方
を
学
び
生
活

習
慣
病
の
予
防
に
努
め
、明
る
く
楽
し
い
日
常

生
活
を
営
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

【
と
　
き
】2
月
１５
日（
金
）

　
　
　
　
〜
3
月
7
日（
金
）

　
　
　
　
午
後
7
時
３０
時

　
　
　
　
〜
午
後
9
時
３０
時

　
　
　
　
毎
週
月
・
水
・
金
　
計
１０
日
間

【
と
こ
ろ
】具
志
川
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド

　
　
　
　
具
志
川
総
合
体
育
館

【
対
　
象
】一
般
市
民
で
１８
歳
以
上

　
　
　
　（
市
内
在
職
者
を
含
む
）

【
定
　
員
】
３０
名

【
参
加
料
】5
0
0
円（
保
険
料
含
む
）

【
申
込
先
】社
会
体
育
課（
具
志
川
総
合
体
育
館
）・

石
川
・
勝
連
・
与
那
城
の
各
体
育
施
設
事
務
所
窓
口

【
申
込
期
限
】
1
月
２１
日(

月
）か
ら
定
員
に
達
し

次
第
、も
し
く
は
2
月
１３
日（
水
）を
も
っ
て
締

切
り
ま
す
。

平
成
２０
年
度
　
準
要
保
護
児
童
生
徒

就
学
援
助
の
申
請
受
付

 
学
務
課

☎
9
7
8
―

2
1
5
9
 

　
市
で
は
、小
中
学
校
へ
通
学
さ
せ
る
こ
と
が

経
済
的
に
困
難
な
ご
家
庭
に
、保
護
者
が
負
担

し
た
学
用
品
費
等
の
一
部
を
還
付
す
る
就
学
援

助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
成
２０
年
度
の
受

付
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
の
で
、援
助
を
希

望
さ
れ
る
保
護
者
は
在
学
す
る
小
中
学
校
か

ら
申
請
書
類
等
を
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

【
対
　
象
】
保
護
者
が
疾
病
等
で
経
済
的
に
困

窮
し
、子
ど
も
に
義
務
教
育
を
受
け
さ
せ
る
こ

と
が
困
難
な
世
帯（
う
る
ま
市
内
に
在
住
し
、

市
公
立
小
中
学
校
及
び
県
立
与
勝
緑
が
丘
中

学
校
へ
在
学
す
る
者
）

【
還
付
対
象
】
学
用
品
費
、新
入
学
用
品
費
、修

学
旅
行
費
、学
校
給
食
費
、医
療
費（
学
校
か

ら
治
療
勧
告
を
受
け
た
も
の
）

【
申
込
方
法
】
申
請
手
続
き
は
、各
小
中
学
校
で

行
っ
て
い
ま
す
。援
助
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、在

学
す
る
小
中
学
校
事
務
室
に
申
請
書
類
等
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
込
期
限
】﹇
申
込
期
間
﹈1
月
１５
日（
火
）〜

2
月
１５
日（
金
）ま
で（
但
し
、平
成
２０
年
度
か

ら
入
学
・
通
学
す
る
児
童
生
徒
に
つ
い
て
は
平

成
２０
年
4
月
7
日（
月
）〜
３０
日（
水
）と
し
ま

す
）

【
そ
の
他
】
平
成
１９
年
度
市
県
民
税
の
申
告
を

し
て
い
な
い
方
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。ご
了
承

く
だ
さ
い
。

児
童
セ
ン
タ
ー
（
児
童
館
）
学
童
募
集

 
児
童
家
庭
課

☎
9
7
3
―

4
9
8
3
 

　
小
学
校
低
学
年
で
放
課
後
家
庭
に
お
い
て

適
切
な
保
護
に
欠
け
る
児
童
の
健
全
な
育
成

を
図
る
た
め
に
学
童（
学
童
ク
ラ
ブ
員
）を
募

集
し
ま
す
。

【
対
　
象
】
小
学
校
1
年
生
〜
3
年
生

【
定
　
員
】
２５
人（
い
し
か
わ
児
童
館
は
２０
人
）

【
負
担
金
】
月
額
5
千
円

【
申
込
方
法
】
入
会
申
込
書
と
就
労
証
明
書
を

児
童
セ
ン
タ
ー
に
提
出（
用
紙
は
各
児
童
セ
ン

タ
ー
に
あ
り
ま
す
）

【
申
込
期
限
】
2
月
1
日
〜
2
月
２９
日

【
問
い
合
わ
せ
】

・
み
ど
り
町
児
童
セ
ン
タ
ー（
9
7
2
ー
6
2
0
0
）

・
な
か
き
す
児
童
セ
ン
タ
ー（
9
7
4
ー
1
3
0
9
）

・
い
し
か
わ
児
童
館（
9
6
4
ー
6
0
5
1
）

女
性
人
材
リ
ス
ト
登
録
募
集

 
男
女
共
同
参
画
・
交
流
課

☎
9
7
3
―

5
0
6
9
 

　
政
策
及
び
方
針
決
定
の
場
へ
の
参
画
を
は

じ
め
、社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
へ
の
女
性
の
登

用
を
促
進
す
る
た
め
、女
性
人
材
リ
ス
ト
登
録

事
業
を
実
施
し
ま
す
。多
方
面
に
わ
た
る
人
材

を
登
載
し
、各
種
審
議
会
等
委
員
に
多
く
の
女

性
を
登
用
し
ま
し
ょ
う
。
登
載
希
望
者
は
男
女

共
同
参
画
・
交
流
課
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。

【
対
　
象
】
市
内
に
居
住
若
し
く
は
勤
務
し
て

い
る
２０
歳
以
上
の
女
性（
市
外
に
居
住
の
市

出
身
者
も
可
能
で
す
）

【
申
込
期
限
】1
月
１５
日（
火
）〜
2
月
２９
日（
金
）

うるま市民無料相談所の開設
◆市民無料法律相談

◆人権・行政合同相談所

◆消費者相談

うるま市顧問弁護士：ゆあ法律事務所　宮國英男弁護士

【と　き】毎月第２木曜日　午後2時～午後4時
【ところ】石川庁舎（1階市民相談室）
【受　付】市民ロビー　午後1時受付開始

【と　き】毎月第4木曜日　午後2時～午後4時
【ところ】本庁（1階市民相談室）
【受　付】2階市民生活課　午後1時受付開始

【と　き】1月17日（木）　午前10時～午後4時
【ところ】本庁3階第一会議室

【と　き】毎週水曜日　午前10時～午後4時
【ところ】本庁1階市民相談室

※先着8名
　午後1時から受付カードを配布しますが、各相談所とも
先着8名までとなっておりますので、お早めにご来庁くだ
さい。
　窓口が大変込み合い相談を受けることが出来ない場合が
ありますので予めご了承ください。

連絡先：市民生活課　☎973－5487

※相談は無料で秘密は固く守られます。
　お気軽にご相談ください。
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